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民
事
訴
訟
法
新
旧
対
照
表
（
抜
粋
）

現

行

民

事

訴

訟

法

旧

民

事

訴

訟

法

第
一
編

総
則

第
三
章

当
事
者

第
一
節

当
事
者
能
力
及
び
訴
訟
能
力

（
選
定
当
事
者
）

第
三
十
条

共
同
の
利
益
を
有
す
る
多
数
の
者
で
前
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
も

第
四
十
七
条

共
同
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ル
多
数
者
ニ
シ
テ
前
条
ノ
規
定
ニ
該
当
セ
サ

の
は
、
そ
の
中
か
ら
、
全
員
の
た
め
に
原
告
又
は
被
告
と
な
る
べ
き
一
人
又
は

ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
中
ヨ
リ
総
員
ノ
為
ニ
原
告
若
ハ
被
告
ト
為
ル
ヘ
キ
一
人
若
ハ
数

数
人
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
ヲ
選
定
シ
又
ハ
之
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

２

訴
訟
の
係
属
の
後
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
原
告
又
は
被
告
と
な
る
べ
き
者
を

②
訴
訟
ノ
繋
属
ノ
後
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
原
告
又
ハ
被
告
ト
為
ル
ヘ
キ
者
ヲ
定

選
定
し
た
と
き
は
、
他
の
当
事
者
は
、
当
然
に
訴
訟
か
ら
脱
退
す
る
。

メ
タ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
当
事
者
ハ
当
然
訴
訟
ヨ
リ
脱
退
ス

３

係
属
中
の
訴
訟
の
原
告
又
は
被
告
と
共
同
の
利
益
を
有
す
る
者
で
当
事
者
で

（
新
設
）

な
い
も
の
は
、
そ
の
原
告
又
は
被
告
を
自
己
の
た
め
に
も
原
告
又
は
被
告
と
な

る
べ
き
者
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
原
告
又
は
被
告
と
な
る
べ
き
者
を
選
定
し

第
四
十
七
条

共
同
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ル
多
数
者
ニ
シ
テ
前
条
ノ
規
定
ニ
該
当
セ
サ

た
者
（
以
下
「
選
定
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
選
定
を
取
り
消
し
、
又
は
選

ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
中
ヨ
リ
総
員
ノ
為
ニ
原
告
若
ハ
被
告
ト
為
ル
ヘ
キ
一
人
若
ハ
数

定
さ
れ
た
当
事
者
（
以
下
「
選
定
当
事
者
」
と
い
う
。
）
を
変
更
す
る
こ
と
が

人
ヲ
選
定
シ
又
ハ
之
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

で
き
る
。

５

選
定
当
事
者
の
う
ち
死
亡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
者

第
四
十
八
条

前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
選
定
セ
ラ
レ
タ
ル
当
事
者
中
死
亡
其
ノ
他
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が
あ
る
と
き
は
、
他
の
選
定
当
事
者
に
お
い
て
全
員
の
た
め
に
訴
訟
行
為
を
す

ノ
事
由
ニ
因
リ
其
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
当
事
者
ニ
於
テ

る
こ
と
が
で
き
る
。

総
員
ノ
為
ニ
訴
訟
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

（
選
定
者
に
係
る
請
求
の
追
加
）

第
百
四
十
四
条

第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
原
告
と
な
る
べ
き
者
の
選
定

（
新
設
）

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
口
頭
弁
論
の
終
結
に
至
る
ま
で
、
そ
の
選

定
者
の
た
め
に
請
求
の
追
加
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
被
告
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
原
告
は
、
口
頭
弁
論
の
終
結
に
至
る
ま
で
、
そ
の
選
定
者
に
係
る
請

求
の
追
加
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
二
項

の
請
求
の
追
加
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
編

第
一
審
の
訴
訟
手
続

第
七
章

大
規
模
訴
訟
等
に
関
す
る
特
則

（
大
規
模
訴
訟
に
係
る
事
件
に
お
け
る
受
命
裁
判
官
に
よ
る
証
人
等
の
尋
問
）

第
二
百
六
十
八
条

裁
判
所
は
、
大
規
模
訴
訟
（
当
事
者
が
著
し
く
多
数
で
、
か

（
新
設
）

つ
、
尋
問
す
べ
き
証
人
又
は
当
事
者
本
人
が
著
し
く
多
数
で
あ
る
訴
訟
を
い
う

。
）
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
受
命
裁
判
官
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に
裁
判
所
内
で
証
人
又
は
当
事
者
本
人
の
尋
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
規
模
訴
訟
に
係
る
事
件
に
お
け
る
合
議
体
の
構
成
）

第
二
百
六
十
九
条

地
方
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い

（
新
設
）

て
、
五
人
の
裁
判
官
の
合
議
体
で
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
そ
の
合

議
体
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
は
、
判
事
補
は
、
同
時
に
三
人
以
上
合
議
体
に
加
わ
り
、
又

は
裁
判
長
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
特
許
権
等
に
関
す
る
訴
え
に
係
る
事
件
に
お
け
る
合
議
体
の
構
成
）

第
二
百
六
十
九
条
の
二

第
六
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
裁
判
所
に
お
い
て
は
、

（
新
設
）

特
許
権
等
に
関
す
る
訴
え
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
、
五
人
の
裁
判
官
の
合
議
体

で
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
そ
の
合
議
体
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
訴
訟
に
係
る
事

件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
編

少
額
訴
訟
に
関
す
る
特
則
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（
少
額
訴
訟
の
要
件
等
）

第
三
百
六
十
八
条

簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
訴
訟
の
目
的
の
価
額
が
六
十
万

（
新
設
）

円
以
下
（
平
成
十
五
年
改
正
前
は
「
三
十
万
円
以
下
」
）
の
金
銭
の
支
払
の
請

求
を
目
的
と
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
少
額
訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
一
の
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
同
一
の
年
に
最

高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
回
数
を
超
え
て
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

少
額
訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求
め
る
旨
の
申
述
は
、
訴
え
の
提
起
の

際
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
述
を
す
る
に
は
、
当
該
訴
え
を
提
起
す
る
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て

そ
の
年
に
少
額
訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求
め
た
回
数
を
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
反
訴
の
禁
止
）

第
三
百
六
十
九
条

少
額
訴
訟
に
お
い
て
は
、
反
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

（
新
設
）

い
。

（
一
期
日
審
理
の
原
則
）

第
三
百
七
十
条

少
額
訴
訟
に
お
い
て
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

（
新
設
）

最
初
に
す
べ
き
口
頭
弁
論
の
期
日
に
お
い
て
、
審
理
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

当
事
者
は
、
前
項
の
期
日
前
又
は
そ
の
期
日
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
攻
撃
又

は
防
御
の
方
法
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
口
頭
弁
論
が
続
行
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さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
証
拠
調
べ
の
制
限
）

第
三
百
七
十
一
条

証
拠
調
べ
は
、
即
時
に
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
証
拠
に

（
新
設
）

限
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
人
等
の
尋
問
）

第
三
百
七
十
二
条

証
人
の
尋
問
は
、
宣
誓
を
さ
せ
な
い
で
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
新
設
）

。
２

証
人
又
は
当
事
者
本
人
の
尋
問
は
、
裁
判
官
が
相
当
と
認
め
る
順
序
で
す
る

。
３

裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
と
証
人
と
が
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
同
時

に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
証
人
を
尋
問
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
通
常
の
手
続
へ
の
移
行
）

第
三
百
七
十
三
条

被
告
は
、
訴
訟
を
通
常
の
手
続
に
移
行
さ
せ
る
旨
の
申
述
を

（
新
設
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
被
告
が
最
初
に
す
べ
き
口
頭
弁
論
の
期
日
に

お
い
て
弁
論
を
し
、
又
は
そ
の
期
日
が
終
了
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

訴
訟
は
、
前
項
の
申
述
が
あ
っ
た
時
に
、
通
常
の
手
続
に
移
行
す
る
。

３

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
を
通
常
の
手
続
に
よ
り
審
理
及

び
裁
判
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

第
三
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
少
額
訴
訟
に
よ
る
審
理
及

び
裁
判
を
求
め
た
と
き
。

二

第
三
百
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
す
べ
き
届
出
を
相
当
の
期
間

を
定
め
て
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
な
い
と
き
。

三

公
示
送
達
に
よ
ら
な
け
れ
ば
被
告
に
対
す
る
最
初
に
す
べ
き
口
頭
弁
論
の

期
日
の
呼
出
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

四

少
額
訴
訟
に
よ
り
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
の
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と

き
。

４

前
項
の
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

訴
訟
が
通
常
の
手
続
に
移
行
し
た
と
き
は
、
少
額
訴
訟
の
た
め
既
に
指
定
し

た
期
日
は
、
通
常
の
手
続
の
た
め
に
指
定
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
判
決
の
言
渡
し
）

第
三
百
七
十
四
条

判
決
の
言
渡
し
は
、
相
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、

（
新
設
）

口
頭
弁
論
の
終
結
後
直
ち
に
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
は
、
判
決
の
言
渡
し
は
、
判
決
書
の
原
本
に
基
づ
か
な
い
で

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
百
五
十
四
条
第
二
項
及

び
第
二
百
五
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
判
決
に
よ
る
支
払
の
猶
予
）

第
三
百
七
十
五
条

裁
判
所
は
、
請
求
を
認
容
す
る
判
決
を
す
る
場
合
に
お
い
て

（
新
設
）

、
被
告
の
資
力
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
判
決
の
言
渡
し
の
日
か
ら
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
認
容
す
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る
請
求
に
係
る
金
銭
の
支
払
に
つ
い
て
、
そ
の
時
期
の
定
め
若
し
く
は
分
割
払

の
定
め
を
し
、
又
は
こ
れ
と
併
せ
て
、
そ
の
時
期
の
定
め
に
従
い
支
払
を
し
た

と
き
、
若
し
く
は
そ
の
分
割
払
の
定
め
に
よ
る
期
限
の
利
益
を
次
項
の
規
定
に

よ
る
定
め
に
よ
り
失
う
こ
と
な
く
支
払
を
し
た
と
き
は
訴
え
提
起
後
の
遅
延
損

害
金
の
支
払
義
務
を
免
除
す
る
旨
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
分
割
払
の
定
め
を
す
る
と
き
は
、
被
告
が
支
払
を
怠
っ
た
場
合
に
お

け
る
期
限
の
利
益
の
喪
失
に
つ
い
て
の
定
め
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
に
関
す
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
仮
執
行
の
宣
言
）

第
三
百
七
十
六
条

請
求
を
認
容
す
る
判
決
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
職
権
で

（
新
設
）

、
担
保
を
立
て
て
、
又
は
立
て
な
い
で
仮
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
七
十
六
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
条
の
規
定
は
、
前

項
の
担
保
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
控
訴
の
禁
止
）

第
三
百
七
十
七
条

少
額
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
控
訴
を
す
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
な
い
。

（
異
議
）

第
三
百
七
十
八
条

少
額
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
判
決
書
又
は
第
二
百

（
新
設
）
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五
十
四
条
第
二
項
（
第
三
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
調
書
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
、
そ
の
判

決
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期

間
前
に
申
し
立
て
た
異
議
の
効
力
を
妨
げ
な
い
。

２

第
三
百
五
十
八
条
か
ら
第
三
百
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
異
議
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
異
議
後
の
審
理
及
び
裁
判
）

第
三
百
七
十
九
条

適
法
な
異
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
訴
訟
は
、
口
頭
弁
論
の
終

（
新
設
）

結
前
の
程
度
に
復
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
通
常
の
手
続
に
よ
り
そ
の

審
理
及
び
裁
判
を
す
る
。

２

第
三
百
六
十
二
条
、
第
三
百
六
十
三
条
、
第
三
百
六
十
九
条
、
第
三
百
七
十

二
条
第
二
項
及
び
第
三
百
七
十
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
審
理
及
び
裁
判
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
異
議
後
の
判
決
に
対
す
る
不
服
申
立
て
）

第
三
百
八
十
条

第
三
百
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
百
五
十
九

（
新
設
）

条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
控
訴
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

第
三
百
二
十
七
条
の
規
定
は
、
前
項
の
終
局
判
決
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
過
料
）

第
三
百
八
十
一
条

少
額
訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求
め
た
者
が
第
三
百
六

（
新
設
）
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十
八
条
第
三
項
の
回
数
に
つ
い
て
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

決
定
で
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

２

前
項
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
百
八
十
九
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
過
料
の
裁
判
に
つ
い
て

準
用
す
る
。




